
 (会議の内容)

 (組織)

 (会議の記録)

　　　公益社団法人習志野市シルバー人材センター三役会議設置要綱

三役会議は、会長、副会長並びに常務理事を持って組織する。ただし、会長が特に必要と認め

（趣旨）

第１条　 この要綱は、公益社団法人習志野市シルバー人材センターにおける事業運営の方針等を審議す

るため三役会議を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第２条　

第３条　 三役会議の内容は、次のとおりとする。

 (会議の開催)

第４条　 三役会議は、会長又は副会長が必要と認めたときに開催する。

（３）前２号に掲げるもののほか、会長が特に必要と認める事項

この要綱は、平成２４年１０月２４日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。
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第５条　 会議の記録を作成するものとする。

この要綱は、平成２２年９月２２日から施行する。

附　則

附　則

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。

附　則

た時は、理事、監事を会議に参加させるものとする。

（１）事業の執行に関すること

（２）重要な施策に関すること


